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「優先的に取り組む連携課題（10 課題）」のアクションプラン確認事項 
優先的に取り組む連携課題 

（幹事機関） 
目的 H26 年度の予定 H27.3.31 時点の成果（予定含む。） H27.4.1 以降の予定 

1． 災害に強いものづくり

中部の構築 
（中部経済産業局） 

大規模災害発生時における企業の事業

継続力のさらなる向上を目指し、地域全体

での「共助」による産業の防災・減災力を

高めることが求められており、産業防災・

減災に対する中部地域の多様な活動を支

援するとともに当地域の産業防災・減災の

今後のあり方などを検討する。 

・本モデルを南海トラフ地震の発生リスク懸念

を有する伊勢湾岸地域全域へ普及を図る。 
①モデル 3 地域の深化と周辺地域への横展開 
■ 平成 25 年度事業競争力強化モデル事業の取組事例（豊橋市明海工業団地、

四日市市霞コンビナート、尾鷲市地域企業群）における地域連携ＢＣＰの深

化に向けた取組の紹介と周辺地域への普及を目的としたセミナーを実施 
  ・2014/11/18 会場：尾鷲市民文化会館 参加者数：39 名 
  ・2014/12/ 2 会場：四日市港ポートビル 参加者数：69 名 
  ・2015/ 2/23 会場：豊橋商工会議所内会議室 参加者数：84 名 
②他地域への広域展開 
■地域連携ＢＣＰ策定にあたり、工業団地のうち立地企業による防災組織が立

ち上がっている組織の代表企業等に対して「地域連携による防災対策等の活

動の現状と地域連携ＢＣＰの策定に向けた課題」を、また自治体、商工会議

所等の産業支援機関に対して「行政における地域連携の取組内容の実態と策

定を支援するにあたっての課題」を抽出すべく、各種アンケート・ヒアリン

グ調査を実施 
■地域連携ＢＣＰ策定に係る支援体制の構築と他地域に展開するための戦略の

策定を行うための研究会（計 3 回、座長：名古屋工業大学渡辺研司教授）を

開催 
  ・第１回研究会 2014/9/22 
  ・第２回研究会 2015/1/26 
  ・第３回研究会 2015/3/23  
■次年度以降における更なる普及展開を進めるためのシンポジウムを開催 
  ・2015/3/23 13:30～16:30 会場：名古屋栄ビルディング 12 階大会議室 

参加者数：125 名 

・26 年度に取りまとめる展開戦略に

基づき、南海トラフ地震の発生リ

スク懸念を有する伊勢湾岸地域

全域へ普及を図る。 

2． 災害に強い物流システ

ムの構築 
（中部運輸局） 

広域激甚災害時において被災者への支

援物資や復旧・復興に要する物資等の迅

速・的確な供給を可能とする、災害に強い

物流体系を構築する。 
そのために、関係機関、事業者との連携

の下、物資輸送における多様な輸送機関の

活用、輸送ルートの多重化等を図り、物資

拠点については、官民の物資施設の活用、

物流専門家のノウハウの導入を進める。 

・協定締結の促進について 
 静岡県における災害時支援協定の締結に向

け取り組みを進める。 
 
・「海上緊急輸送対策検討会」において、引き

続き以下の項目に取り組む。 
①船舶データベースの整備を促進。主に湾内輸

送に資する小型貨物船を追加登録し総計 420
隻に増強する。 

②航路啓開や港湾被害など海上輸送に必要な

情報について、引き続き関係機関における共有

体制を構築する。 

○協定締結の促進について、 
 静岡県では、平成 25 年度から実務担当者レベルで数次にわたる検討・打合

せを重ねた結果、平成 26 年 8 月 25 日に静岡県と静岡県トラック協会・静岡

県倉庫協会との間で「災害発生時等の物資の緊急・救援輸送、保管等に関す

る協定」が締結された。 
  また、岐阜県では、平成 26 年 8 月 7 日、岐阜県トラック協会との間で締

結済みの緊急物資の輸送に係る支援協定を見直し、物資の緊急輸送に加えて

物資拠点の使用や物流専門家の派遣、フォークリフト等資機材の貸与が可能

となるよう協定を改定した。 
○関係機関との連携方策の高度化による支援物資物流の効率化等について 
 管内における災害時支援協定の締結の進捗状況を踏まえ、より実効性のある

ものとするための検討を実施。 
特に、三重県に於いて、災害時支援物資輸送体制の構築、関係機関の連携強

化策、災害時物資支援活動要領の策定等に向けた検討を開始。（単年度ではなく

複数年にわたり検討を実施） 
○平成２６年８月６日に「海上緊急輸送対策検討会」を開催し、以下の項目に

取り組んだ。 
・船舶データベースを更新するとともに、新たに湾内（二次）輸送に対応す

る平水貨物船５５隻のデータを追加し、総船舶データ数を４１７隻とした。 
・管内の一般港湾運送事業者名簿、タグボート事業者名簿を新たに作成し、

データベースに追加した。 
・航路啓開、港湾被害等の情報収集体制の構築は、各港港湾 BCP において

検討されているので、それが策定されてから当検討会で別途独自に作成す

るか検討することとした。 
 

○多様な輸送モードを活用した支

援物資の輸送について広域連携

の観点で検討を行う。 
○協定締結・改定の促進について 
 倉庫事業者団体との災害時支援

協定が未締結の自治体における

締結促進や締結済みの輸送協定

の改定に向け引き続き取り組み

を進める 
○関係機関との連携方策の高度化

による支援物資物流の効率化等

について引き続き検討。 
 
 
 
○「海上緊急輸送対策検討会」にお

いて、引き続き以下の項目に取り

組む。 
・船舶データベースの更新 
・各港港湾 BCP の策定状況を踏

まえ、当検討会で情報連絡体制

を新たに構築するか検討する。
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優先的に取り組む連携課題 
（幹事機関） 

目的 H26 年度の予定 H27.3.31 時点の成果（予定含む。） H27.4.1 以降の予定 

3． 災害に強いまちづくり 
（中部地方整備局） 

市町村が地震・津波災害に強いまちづく

りを目指した計画立案や整備実施を行う

際の着目点・留意点について、整備メニュ

ーやコスト、スケジュール等を踏まえた

「地震・津波災害に強いまちづくりガイド

ライン（仮称）」を策定し、中部圏の各市

町村の地震・津波災害に強いまちづくりへ

の取組の促進を図る。 
災害時に国、県、政令市等の関係機関が

連携して的確かつ速やかに被災者住宅支

援等を行えるよう、平時から各機関の取組

について情報共有を図り、災害時の連携確

認等を行う。 

・災害に強いまちづくりを促進するため、ガイ

ドラインを活用した地震・津波防災まちづく

りについて説明会を実施する。【都市】 
・地震・津波災害に強いまちづくりに関する意

見交換会（首長、学識経験者と整備局幹部出

席）を実施し、市町村のすすめるまちづくり

と防災事業への取り組み促進を図る。【都市】

・25 年度に集約した、各県等の最新の取り組み

状況を基に説明資料を作成し、H26 年度も各

県をバックアップし、応急仮設住宅研修会等

の場で出前講座等を継続実施する。【住宅】 
・中部ブロック災害時の住宅支援に係る連絡調

整会議を継続開催し、被災自治体で活躍され

ている方々の講演等を企画すると共に、管内

自治体の取り組みを集約し、情報共有を図

る。（平成 26 年下半期）【住宅】 

【地震・津波災害に強いまちづくり】 
・自治体の防災まちづくりを推進するため、地震・津波災害に強いまちづくり

に関する意見交換会（首長、学識経験者と整備局幹部出席）を各県ごとに実

施し、地域の現状・ニーズを把握及び学識経験者から行政に助言を頂いた。

なお、意見交換会での要望・意見の一部については、平成 25 年度に策定した

ガイドラインに追記修正し、平成 26 年度末にホームページで公表。 

  H26.7.26 三重県ブロック意見交換会（７首長、４学識経験者） 
  H26.7.30 静岡県ブロック意見交換会（８首長、４学識経験者） 
  H26.8.19 愛知県ブロック意見交換会（６首長、４学識経験者） 
・地震災害に対する心構えを風化させず、防災まちづくりを推進するため、多

くの地震災害が周年を迎える今年度にフォーラムを開催。 
H27.3.6 「災害に強いまちづくりフォーラム」 
西宮市長、元宮古市役所危機管理監の基調講演やﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝなど 

・その他、様々な防災まちづくり講演でガイドラインの活用をＰＲ。 
 
【災害時住宅支援】 
・中部ブロック災害時の住宅支援に係る連絡調整会議を H27 年 1 月に開催 

みなし仮設住宅の課題・教訓に関する講演 
市町村や県を跨ぐ連携について意見交換を実施 

・仮設期の住まいづくりガイドライン＋最新の取り組み状況を基に出前講座を

実施 （H26 年度３回、ガイドライン策定以降 計９回実施） 
・中部全市町村を対象に仮設住宅の準備状況等をアンケート調査 にて把握 
・各県個別訪問により下記事項を実施 

市町村の取り組み状況共有  
他県の取り組み、先進事例等の情報提供 
平時の準備の課題や今後の方策を協議 等 
 

【地震・津波災害に強いまちづくり】 
・引き続き自治体や学識経験者さら

には企業にも参加いただき意見交

換会を開催、地域の現状・ニーズを

把握し、市町村のすすめるまちづく

りと防災事業への取り組み促進を

図る。 
・引き続き避難施設・防災拠点の整

備や構造物の耐震化等に向けた支

援を実施。 
 
 
【災害時住宅支援】 
・中部ブロック災害時住宅支援に係

る連絡調整会議を継続開催し、自

治体の取組集約及び情報共有を

図る。（平成２７ 年下半期） 
また、仮設住宅に関する県を跨

ぐ担当レベルの連携促進のため、

「勉強会」を年３回程度開催し、

1.各県仮設住宅マニュアル類

の情報共有と見直し 
2..県間の災害時連絡網の作成 
3.仮設住宅研修会、模擬訓練へ

の相互参加、協同開催の検討

  を実施する。 
 
・被災自治体で活躍されている方々

の講演等を企画すると共に、管内

自治体の取り組みを集約し、情報

共有を図ると共に、ガイドライン

周知のため、出前講座の継続実施

する。 
 

4． 情報伝達の多層化・充

実と情報共有の強化 
（東海総合通信局） 

情報通信基盤の耐災害性の強化、情報伝

達の多層化・充実、情報の共有化などを行

う。 
・情報通信基盤の耐災害性の強化 
・緊急速報メールのエリア拡充の推進 
・防災行政無線の充実・強化の推進 
・臨時災害放送局開局に向けた環境整備 
・情報伝達手段の充実に向けた取組サポ

ート 
・情報共有の強化 

【短期、長期】 
・非常通信体制（無線局等の運用体制、設備等）

の総点検を実施 
・緊急速報メールの利用促進に向けた働きかけ

を引き続き実施 
・防災行政無線のデジタル化の導入に向けた働

きかけを実施 
・臨時災害 FM 放送の免許手続きを引き続き周

知 
・公共情報コモンズの利用促進に向けた働きか

けを引き続き実施 
 
・災害による通信・放送ネットワーク等の強靱

化に向けた支援実施 

【短期、長期】 
・ 非常通信体制（無線局等の運用体制、設備等）の総点検を実施し、点検結

果を踏まえて対応中 
さらに南海トラフ巨大地震の被害想定に基づき、非常通信ルートの見直し、

非常通信訓練を実施 
 
・ 緊急速報メール、防災行政無線のデジタル化、臨時災害 FM 放送の免許手

続きの働きかけを平成 26 年度内において講演会形式で２回、個別訪問によ

り 14 自治体へ説明し、働きかけを実施 
  また、静岡県内の２市において、臨時災害 FM 放送の地域防災訓練を実施 
 
・ L アラート（公共情報コモンズ）の全国合同訓練に静岡県及び三重県が参

加するとともに、愛知県でも独自訓練を実施 
また、岐阜県・静岡県では台風・大雨の災害時等に本番運用を実施中 

 
・ FM 方式による AM ラジオ放送の補完を行うため、在名 AM ラジオ放送２

社に対して、民放ラジオ難聴解消支援事業の交付を決定 

【短期、長期】 
・非常通信体制（無線局等の運用体

制、設備等）の総点検等を実施 
 
・防災行政無線のデジタル化の導

入、臨時災害 FM 放送の免許手続

き等の周知を継続実施 
 
・公共情報コモンズの利用促進に向

けた働きかけを引き続き実施 
 
・災害による通信・放送ネットワー

ク等の強靱化に向けた支援実施 
 
・観光・防災 wi-fi ステーション整

備に向けた支援を実施 
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優先的に取り組む連携課題 
（幹事機関） 

目的 H26 年度の予定 H27.3.31 時点の成果（予定含む。） H27.4.1 以降の予定 

5．防災意識改革と防災教育 
の推進（三重県） 

大規模災害から被害を最小限にするた

め、自らの身の安全は自ら守る「自助」、

自らの地域は皆で守る「共助」を基本に、

地域性を踏まえ防災意識改革と防災教育

の推進に関する検討などを行う。 

・防災意識改革と防災教育の推進に関する検討

会にて策定した「中部圏としての取組方針」

（平成 25 年 3 月）に基づき、定期的（年 2 回
程度）に情報共有及び意見交換等のための担

当者会議を予定 
・アンケートにより得られた情報を活用し、引

き続き「中部圏としての取組方針」の具体的

な取組の推進を図る。 

・各機関において、「中部圏取組方針」に基づき、様々な取組を実施。 
 三重県では、国立大学法人三重大学と、平成 26 年 4 月 1 日に、「三重県・三

重大学 みえ防災・減災センター設置に関する協定」を締結した。 
 この協定に基づき、県と三重大学が相互に連携・協力し、防災に関する人材

育成・活用、地域・企業支援、情報収集・啓発、調査・研究等に取り組み、

三重県における地域防災力の向上に資することを目的に、「三重県・三重大学 

みえ防災・減災センター」を設置した。 
 このセンター事業において、みえ防災塾による人材育成講座の実施や、専門

講座による市町職員、自主防災組織のリーダー、医療・看護分野、保健・福

祉・介護分野、学校防災リーダー（教職員）を対象とした講座を実施した。

また、育成した人材のより一層の活用を目的として、みえ防災・人材バンク

を創設し、地域の取り組みの支援を行っている。 
・担当者会議を開催し、主に「防災リーダーの育成」について、情報共有及び

意見交換を行った。 
（平成 26 年 5 月、12 月実施） 

・引き続き各機関において「中部圏

取組方針」の具体的な取組の推進

を図る。 
・定期的（年 2 回程度）に情報共有

及び意見交換のための担当者会

議を予定。 

6．確実な避難を達成するた

めの各種施策の推進 
（静岡県） 

津波避難路・階段、津波避難ビル等の整

備、津波浸水想定区域、避難所等の標識設

置、高速道路等の避難場所としての活用な

どの施策を推進する。 
住民や旅行者等が確実に避難するため

の施策を検討する。 

・引き続き津波避難に関する施策の検討を実施

する。 
・アンケート（H24）で明らかになった津波避難に関する施策に係る課題につ

いて、東海４県３市で構成される「津波対策に係る勉強会」において、検討

情報共有を実施。 
   第１回 平成 26 年６月９日（月） 

第２回 平成 27 年１月 26 日（月） 
検討テーマ 「津波避難に係る情報伝達」 

  勉強会においては、各県市で、同法無線、エリアメール、独自メール配信、

マスコミの活用（情報公共コモンズ含む）、コミュニティ FM、ハザードマ

ップの作成など国の検討会で示された情報伝達手段の整備はかなり進んで

いることを確認した。 
また、上記情報伝達手段では対応が不十分な課題について補完をすること

を目的に、各県市独自の取り組み（海抜看板・避難誘導看板の設置、「Ｍy
まっぷラン」など）や民間の取り組み（自動販売機のデジタルサイネージ

など）について情報共有を行った。  
・特定非営利法人 ITS Japan が取り組む「平成 26 年度 G 空間社会実証プロジ

ェクト事業」「移動者向け災害情報提供プロジェクト」に協力し、静岡県にお

いて実証実験を実施。 

・引き続き津波避難に関する施策の

検討を実施する。 
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優先的に取り組む連携課題 
（幹事機関） 

目的 H26 年度の予定 H27.3.31 時点の成果（予定含む。） H27.4.1 以降の予定 

7．防災拠点のネットワーク

形成に向けた検討 
（中部地方整備局） 

中部圏における基幹的広域防災拠点の

整備についての検討及び首都機能のバッ

クアップ等の大きな視点から機能につい

ての検討などを行う。 

○大規模な広域防災拠点等 
・中央防災会議において策定される具体計画な

ど防災対策に関する計画等に明記されるよう

取り組んでいく。 
・具体的な設計を進め、整備手法や整備主体に

ついて検討する。 
・特に三の丸地区については、政府現地対策本

部施設の設計に着手するとともに、静岡空港に

おいては防災庁舎の建設を推進する。 
 
○広域防災拠点 
・不足している機能について周辺施設との連携

もしくは新設等の整備手法とその整備主体に

ついて検討し、計画的に必要な機能の確保と施

設・設備の整備を行う。 
・災害応急活動の実効性を確保するため、各県

の地域防災計画に位置づけていく。 

○大規模な広域防災拠点等 
（三の丸地区） 
・名古屋合同庁舎 2 号館 3 階に現地対策本部機能を整備するため、施設改修の

設計を実施 
・平成 26 年度補正予算において施設改修に着手。平成 27 年度に通信設備等を

整備し、整備完了予定 
（名古屋港） 
・「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」において、名

古屋港を海上輸送拠点として既設の緊急物資輸送用耐震強化岸壁２地区３バー

ス、広域物資輸送拠点として金城地区の上屋等を指定し、大規模な広域防災拠

点として位置づけ 
・なお、金城地区においては、平成２７年度より、災害時の緊急物資輸送に対

応した耐震強化岸壁１バースを事業化 
更にもう１バースについて次期港湾計画改訂（H27 年度改訂予定）において位

置付けを検討 
（名古屋飛行場） 
・災害時における民間からの後方支援等の方策を検討 
・戦略会議の取り組みで実施したヘリワーキングにて、航空燃料の備蓄や融通

について検討 
（富士山静岡空港） 
・航空燃料の備蓄タンクを増設（H27 年度。200 キロリットルタンクを 1 基増

設し、備蓄量を 300 キロリットルとする） 
・大規模災害時に航空機で輸送された物資の仕分けのため、民間企業の格納庫

を活用するための協定を締結 
・応援部隊の宿営や駐車場などに使用する多目的用地として隣接用地の一部の

造成を実施（H27 年度） 
・静岡空港、名古屋飛行場（小牧基地）、名古屋港について、「南海トラフ地震

における具体的な応急対策活動に関する計画」に、大規模な広域防災拠点とし

て位置付け（H27.3.30 中央防災会議幹事会） 

○大規模な広域防災拠点等 
・「大規模な広域防災拠点等」につ

いて、防災訓練を通じて機能や運用

方法を検討 
・「大規模な広域防災拠点等」につ

いて、具体的な整備手法の検討を行

う 
・「南海トラフ地震の地震防災対策

の推進に関する具体的な災害応急

対策の実施に関する計画」に基づ

き、防災拠点の運用等に関する検討

を行う 
 
○広域防災拠点 
・不足している機能について周辺施

設との連携もしくは新設等の整備

手法とその整備主体について検討

し、計画的に必要な機能の確保と施

設・設備の整備を行う。 
・災害応急活動の実効性を確保する

ため、各県の地域防災計画に位置づ

けていく。 
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優先的に取り組む連携課題 
（幹事機関） 

目的 H26 年度の予定 H27.3.31 時点の成果（予定含む。） H27.4.1 以降の予定 

8．道路啓開・航路啓開等の

オペレーション計画の

策定 
（中部地方整備局） 

中部管内の道路管理者間で相互に協力

し、被害の最小化を図る方策を検討し、国、

県、政令市等の関係機関が一体となって、

「早期復旧支援ルート確保手順（中部版 

くしの歯作戦）」を策定する。 
航路啓開を含めた港湾の事業継続計画

（港湾 BCP）及び伊勢湾の港湾機能継続

計画（伊勢湾 BCP）の策定（伊勢湾「く

まで」作戦） 
道路啓開等と連携した排水計画を検討

し、「濃尾平野排水計画」を策定する。 

（道路部） 
○各県から公表される新たな津波浸水想定、新

規供用路線や重要拠点へのアクセスを踏ま

え、「くしの歯ルート」を随時見直す。 
○各関係機関との災害協定について、道路啓開

に適した内容に具体化する。 
○発災時に携帯端末を活用して、被災状況の収

集や災害協定業者の資機材・人員確保状況の

確認を迅速に行う仕組みや情報共有が効率

的にできる共通地図等を具体化する。 
○都市部において、発災時における渋滞の影響

を予測し、自動車の避難誘導や道路啓開の支

障となる放置車両対策を検討する。 
○域外からの救援・救助部隊の流入ルート確保

に向け、警察や自衛隊との連携方法を検討す

る。 
○揺れ等のがけ崩れによる、孤立集落支援のた

めの「内陸部支援ルート」のあり方について

検討する。 
○海上からの「くまで作戦」や濃尾平野の排水

計画と、道路啓開オペレーション計画との連

携方法をより具体的に検討する。 
○道路啓開オペレーション計画に基づく訓練

を実施して、その課題を明らかにし、必要に

応じて計画の見直しを行う。 
 
（港湾空港部） 
○関係機関、災害協定団体との広域連携体制の

具体化 
○通常貨物輸送の回復の考え方の検討 
○防災訓練等による見直しと実効性の向上 
 
（河川部） 
○排水計画の具体化に向けた関係機関(各県及

び建設業協会等)との連携について調整を行

う。 
○防災訓練を通じて排水計画の具体的な(進入

ルート、締切工法、排水箇所など)検証を行う。

○関係機関との調整、防災訓練を踏まえ、必要

に応じて計画の見直しを行う。 

(道路部) 
○各県から公表された新たな津波浸水想定、新規供用路線や重要拠点へのアク

セスを踏まえ、「くしの歯ルート」の見直しを実施。 
○大規模災害事に即した自発的な活動の開始や他機関も含め、建設業協会との

災害協定見直し、具体化に向け、とりまとめを実施。次年度協定の見直しを

行う。 
○情報収集、共有方法の手法について、昨年度のシステムを改良し試行を行っ

た。試行の問題点を整理し、次年度、システムを検討。 
○災害対策基本法の改正を受け、災害時の緊急車両通行を確保に向け、手引き

を作成した。 
○警察、自衛隊、消防の活動方針を聴取・確認し、道路啓開計画との連携につ

いて確認し、具体化を図った。 
○内陸部支援のあり方を整理、ルートに関する検討は次年度実施の予定。 
○くま手作戦や排水計画との連携について、細部の具体化を図った 
○戦略会議訓練をはじめ、自衛隊、警察との連携訓練等を複数回行い、関係機

関との連携の問題点などを抽出し、作戦に反映した。 
 
（港湾空港部） 

○関係機関、災害協定団体との広域連携体制の具体化 

・『伊勢湾港湾広域防災協議会（中部地方整備局、中部運輸局、第四管区海上保

安本部及び名古屋港・四日市港・三河港・衣浦港・津松阪港の港湾管理者）』

による『伊勢湾における港湾相互の広域的な連携に関する基本方針』の策定

（平成２６年１０月） 

・中部地方整備局、港湾管理者及び港湾建設関連団体による包括的な災害協定

の締結について検討 

・港湾物流に関する代替機能を確保する上での日本海側港湾との連携の枠組み

について検討 

○通常貨物輸送の回復の考え方の検討 

・各港湾の港湾物流機能復旧における考え方を踏まえ、地域産業の被災状況、

港湾施設の被害状況、荷主企業の要望等を総合的に勘案して検討するものと

する。 

○防災訓練等による見直しと実効性の向上 

・南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練（平成２６年

８月）を通じて道路啓開・排水啓開との連携課題を確認 
 
（河川部） 
○「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波浸水想定の公表を受けて、

「濃尾平野の排水計画」の再検討を実施。 
○排水計画の再検討について、関係機関への意見照会を実施し、情報を共有。 
○防災訓練等を通じて排水計画（第 1 版）の検証を実施。 

（道路部） 
○他機関も含めた建設業協会との

災害協定の見直しを行う。 
 
○情報収集、共有方法のシステムを

検討。 
 
○広域支援のあり方、ルートに関す

る検討を行う。 
 
○建設業関係者向けに有効な内容

で分かりやすい「道路啓開作業マ

ニュアル（案）」を検討する。 
 
○道路啓開行動計画を時系列で表

すくしの歯作戦用タイムライン

を作成する。 
 
（港湾空港部） 
○伊勢湾の港湾機能を維持するた

めの広域連携の行動計画を作成

する。 
○情報共有などの課題検討を進め、

航路啓開オペレーションの見直

しや実効性の向上を図る。 
 
(河川部) 
○排水計画の策定エリアを、中部地

整管内全域へ拡大する。 
○防災訓練等を通じて、関係機関と

の連携調整、排水計画の検証 (進
入ルート、仮締切工法、排水箇所

など)を行う。 
○関係機関との調整、防災訓練等を

踏まえ、必要に応じて計画の見直

しを行う。 
 

9．災害廃棄物処理のための

広域的連携体制の整備 
（中部地方環境事務所） 

大規模災害時の廃棄物処理のあり方に

ついて、以下の各事項に係る情報共有を行

うとともに、必要な対応について検討す

る。 
・行政間の連携に関すること 
・行政と事業者等の連携に関すること 
・各自治体において準備しておくことが

適当な事項に関すること 等 

・大規模災害時の廃棄物処理に関する連絡会を

母体に、北陸地方の自治体を加えた協議の場

を発足 

平成 26 年 10 月 31 日に「大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議会」を

発足し、平成 27 年 2 月 18 日に第２回目の協議会を開催。協議会において災害

廃棄物対策関連の国、地方公共団体の情報共有を実施。また、中部地方環境事

務所において、関係事業者へのヒアリング調査を実施するとともに、金沢、長

野、名古屋の３か所において、自治体等を対象に、東日本大震災等の大規模災

害時における災害廃棄物処理の実態及び教訓を学ぶ「大規模災害時の廃棄物処

理セミナー」を実施。 
 

平成 27 年度以降も継続的に協議

会を開催し、災害時の廃棄物対策

に関する情報共有、大規模災害時の

廃棄物対策に関する広域連携につ

いての検討等を行う予定。 
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優先的に取り組む連携課題 
（幹事機関） 

目的 H26 年度の予定 H27.3.31 時点の成果（予定含む。） H27.4.1 以降の予定 

10．関係機関相互の連携に

よる防災訓練の実施 
（中部管区警察局） 

中部圏戦略会議の構成員が相互の緊密

かつ有機的な連携、協力の下、総合的な防

災訓練を実施することにより、迅速かつ的

確な応急活動のための連携体制の確立、防

災力の向上を図る。 

○広域連携防災訓練の実施 
・南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議

会広域連携防災訓練 
①政府緊急災害現地対策本部運用訓練 
（平成２６年１１月５日） 

②実働訓練 
（平成２６年８月３１日） 

○訓練への一般市民の参加 

○広域連携防災訓練の実施 
・中部圏戦略会議の構成員を含む計１９７団体が連携し、南海トラフ巨大地震

対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練を実施 
① 政府緊急災害現地対策本部運用訓練（平成２６年１１月５日） 
② 実働訓練（平成２６年８月３１日） 
○訓練への一般市民の参加 
・あいちシェイクアウト訓練（平成２６年９月１日） 
・南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練では多数の一

般市民が参加 
 
 

○広域連携防災訓練の実施 
・南海トラフ巨大地震対策中部ブロ

ック協議会広域連携防災訓練 
①政府緊急災害現地対策本部運営

訓練 
（平成２７年１１月５日「津波防

災の日」の前後） 
②各県市、防災関係機関等における

広域連携実動訓練 
（平成２７年８月３０日） 

○訓練への一般市民の参加 
○中部管区広域緊急援助隊等合同

訓練の実施 
 (平成２７年１１月下旬) 

 


